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第
四
十
四
回
理
学
療
法
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

〔
省

令
〕

〇
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
国
土
交
通
七
六
）

J

〇
国
土
交
通
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係

省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令（
同
七
七
）

L
I

〇
自
衛
隊
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
防
衛
六
）

M
L

〔
告

示
〕

〇
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請

に
お
け
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ

る
手
続
に
係
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク

へ
の
記
録
方
式
等
に
関
す
る
告
示
等
を
改

正
す
る
告
示
（
国
土
交
通
一
〇
三
〇
）

M
N

〔
官
庁
報
告
〕

国
家
試
験

第
六
十
一
回
診
療
放
射
線
技
師
試
験
の
施
行

（
厚
生
労
働
省
）

N
I

診
療
放
射
線
技
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

N
J

第
五
十
五
回
臨
床
検
査
技
師
国
家
試
験
の
施

行
（
同
）

臨
床
検
査
技
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

N
K

第
四
十
四
回
作
業
療
法
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

N
L

理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
試
験
委
員
の
公
告

（
同
）

N
M

第
三
十
九
回
視
能
訓
練
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

視
能
訓
練
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

N
N

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
十
六
号

道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
及
び
道
路
運
送
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

谷
垣

禎
一

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
所
有
者
」
を
削
り
、「
住
所
」
の
下
に「（
当
該
自
動
車
の
所
有
者
が
当

該
自
動
車
に
係
る
登
録
識
別
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
使
用
者
及
び
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
）」を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
一
時
抹
消
登
録
証
明
書
」
を
「
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
（
登
録
識
別
情
報
そ
の
他
の

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
新
規
検
査
及
び
予
備
検
査
の
項
第
三
号
中
「
一
時
抹
消
登
録
証
明
書
」
を「
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
」

に
改
め
る
。

（
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」
を「
第
十
六
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
」

に
改
め
る
。

（
指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
自
動
車
整
備
事
業
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
号
イ
中「

一
時
抹
消
登
録
証
明
書
」

を「
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
（
登
録
識
別
情
報
そ
の
他
の

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中「

抹
消
登
録
証
明
書
」

を「
登
録
識
別
情
報
等
通
知
書
」

に
改
め
る
。

（
自
動
車
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
五
条
の
二

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
年
月
日
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号

を
加
え
る
。

柔
道
整
復
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

N
R

第
十
一
回
言
語
聴
覚
士
国
家
試
験
の
施
行

（
同
）

言
語
聴
覚
士
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

O
I

平
成
二
十
一
年
（
第
五
十
九
回
）
計
量
士
国

家
試
験
（
経
済
産
業
省
）

O
J

第
十
七
回
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
試
験

の
施
行
（
同
）

第
十
七
回
は
り
師
試
験
の
施
行
（
同
）

N
O

第
十
七
回
き
ゅ
う
師
試
験
の
施
行
（
同
）

N
P

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び

き
ゅ
う
師
試
験
委
員
の
公
告
（
同
）

N
Q

第
十
七
回
柔
道
整
復
師
試
験
の
施
行
（
同
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁適

格
機
関
投
資
家
に
関
す
る
公
告
関
係

O
J

裁
判
所

破
産
、
再
生
関
係

O
L

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
・
公
示
送

達
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
に
係
る
登
録

関
係

Q
K

地
方
公
共
団
体

旅
行
業
者
営
業
保
証
金
の
権
利
実
行
申
立

て
、
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
の
権
利
調
査

の
た
め
の
意
見
聴
取
会
及
び
仮
配
当
表
関

係

Q
L

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

Q
P

˜
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